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○
文
部
科
学
省
令
第
四
十
一
号

私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
二
百
四
十
五
号
）
第
二
十
六
条
第
三
項
及
び
第
四
項
、
第
四
十

七
条
第
二
項
並
び
に
第
四
十
九
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省

令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
十
二
月
二
十
八
日

文
部
科
学
大
臣

盛
山

正
仁

私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
八
年
文
部
省
令
第
二
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る

改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に

対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
改
正
前
欄

に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前

欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。
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改

正

後

改

正

前

（
七
十
歳
以
上
の
使
用
さ
れ
る
者
に
係
る
標
準
報
酬
月
額
に
相
当
す
る
額
の
決
定

（
七
十
歳
以
上
の
使
用
さ
れ
る
者
に
係
る
標
準
報
酬
月
額
に
相
当
す
る
額
の
決
定

等
）

等
）

第
三
条
の
十
三

七
十
歳
以
上
の
教
職
員
等
に
つ
い
て
、
法
第
二
十
二
条
第
五
項
、

第
三
条
の
十
三

七
十
歳
以
上
の
教
職
員
等
に
つ
い
て
、
法
第
二
十
二
条
第
五
項
、

第
八
項
、
第
十
項
、
第
十
二
項
又
は
第
十
四
項
の
規
定
に
よ
る
標
準
報
酬
月
額
の

第
八
項
、
第
十
項
、
第
十
二
項
又
は
第
十
四
項
の
規
定
に
よ
る
標
準
報
酬
月
額
の

決
定
又
は
改
定
が
行
わ
れ
た
と
き
は
、
当
該
決
定
又
は
改
定
さ
れ
た
額
（
そ
の
額

決
定
又
は
改
定
が
行
わ
れ
た
と
き
は
、
当
該
決
定
又
は
改
定
さ
れ
た
額
（
そ
の
額

が
六
十
五
万
円
を
超
え
る
と
き
は
、
六
十
五
万
円
と
す
る
。
）
を
厚
生
年
金
保
険

が
六
十
二
万
円
を
越
え
る
と
き
は
、
六
十
二
万
円
と
す
る
。
）
を
厚
生
年
金
保
険

法
第
四
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
標
準
報
酬
月
額
に
相
当
す
る
額
（
以
下
「
七

法
第
四
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
標
準
報
酬
月
額
に
相
当
す
る
額
（
以
下
「
七

十
歳
以
上
被
用
者
の
標
準
報
酬
月
額
」
と
い
う
。
）
と
す
る
。

十
歳
以
上
被
用
者
の
標
準
報
酬
月
額
」
と
い
う
。
）
と
す
る
。

２

[

略]

２

[

同
上]

（
七
十
歳
以
上
の
使
用
さ
れ
る
者
に
係
る
標
準
賞
与
額
に
相
当
す
る
額
の
決
定
等

（
七
十
歳
以
上
の
使
用
さ
れ
る
者
に
係
る
標
準
賞
与
額
に
相
当
す
る
額
の
決
定
等

）

）

第
三
条
の
十
四

[

略]

第
三
条
の
十
四

[

同
上]

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
七
十
歳
以
上
被
用
者
の
標
準
賞
与
額
（
そ
の
額
が
百
五
十

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
七
十
歳
以
上
被
用
者
の
標
準
賞
与
額
（
そ
の
額
が
百
五
十

万
円
を
超
え
る
と
き
は
、
百
五
十
万
円
と
す
る
。
）
を
決
定
す
る
場
合
に
お
い
て

万
円
を
越
え
る
と
き
は
、
百
五
十
万
円
と
す
る
。
）
を
決
定
す
る
場
合
に
お
い
て

は
、
第
三
十
七
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
標
準
賞
与
額
の
決
定
に
係
る
届
出
を
七
十

は
、
第
三
十
七
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
標
準
賞
与
額
の
決
定
に
係
る
届
出
を
七
十

歳
以
上
被
用
者
の
標
準
賞
与
額
の
決
定
に
係
る
届
出
と
み
な
す
。

歳
以
上
被
用
者
の
標
準
賞
与
額
の
決
定
に
係
る
届
出
と
み
な
す
。

（
受
給
権
者
の
異
動
報
告
等
）

（
受
給
権
者
の
異
動
報
告
等
）

第
二
十
条

退
職
等
年
金
給
付
の
受
給
権
者
は
、
改
氏
名
若
し
く
は
転
居
し
た
と
き

第
二
十
条

退
職
等
年
金
給
付
の
受
給
権
者
は
、
改
氏
名
若
し
く
は
転
居
し
た
と
き

、
住
居
表
示
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
十
九
号
）
に
よ
り
住
居

、
住
居
表
示
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
十
九
号
）
に
よ
り
住
居

表
示
が
変
更
さ
れ
た
と
き
、
個
人
番
号
に
変
更
が
あ
つ
た
と
き
又
は
年
金
の
払
渡

表
示
が
変
更
さ
れ
た
と
き
又
は
年
金
の
払
渡
金
融
機
関
若
し
く
は
払
渡
金
融
機
関

金
融
機
関
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
旨
（
公
的
給
付
の
支
給
等
の
迅

の
預
金
口
座
の
名
義
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
旨
（
公
的
給
付
の
支

速
か
つ
確
実
な
実
施
の
た
め
の
預
貯
金
口
座
の
登
録
等
に
関
す
る
法
律
（
令
和
三

給
等
の
迅
速
か
つ
確
実
な
実
施
の
た
め
の
預
貯
金
口
座
の
登
録
等
に
関
す
る
法
律
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年
法
律
第
三
十
八
号
）
第
三
条
第
一
項
、
第
四
条
第
一
項
及
び
第
五
条
第
二
項
の

（
令
和
三
年
法
律
第
三
十
八
号
）
第
三
条
第
一
項
、
第
四
条
第
一
項
及
び
第
五
条

規
定
に
よ
る
登
録
に
係
る
預
金
口
座
（
以
下
「
公
金
受
取
口
座
」
と
い
う
。
）
へ

第
二
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
に
係
る
預
金
口
座
（
以
下
「
公
金
受
取
口
座
」
と
い

の
払
込
み
を
希
望
す
る
と
き
は
、
公
金
受
取
口
座
の
払
渡
金
融
機
関
の
名
称
及
び

う
。
）
へ
の
払
込
み
を
希
望
す
る
と
き
は
、
公
金
受
取
口
座
の
払
渡
金
融
機
関
の

口
座
番
号
並
び
に
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
預
金
口
座
と
し
て
、
公
金
受
取
口
座

名
称
及
び
口
座
番
号
並
び
に
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
預
金
口
座
と
し
て
、
公
金

を
希
望
す
る
旨
を
含
む
。
）
並
び
に
氏
名
、
生
年
月
日
、
住
所
、
本
人
確
認
番
号

受
取
口
座
を
希
望
す
る
旨
を
含
む
。
）
並
び
に
氏
名
、
生
年
月
日
、
住
所
、
本
人

及
び
年
金
証
書
の
記
号
番
号
を
記
載
し
た
届
書
を
事
業
団
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

確
認
番
号
及
び
年
金
証
書
の
記
号
番
号
を
記
載
し
た
届
書
を
事
業
団
に
提
出
し
な

ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
退
職
等
年
金
給
付
の
受
給
権
者
が
氏
名
を
変
更
し
た
こ

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
退
職
等
年
金
給
付
の
受
給
権
者
が
転
居
し
た

と
、
転
居
し
た
こ
と
又
は
住
居
表
示
若
し
く
は
個
人
番
号
が
変
更
さ
れ
た
こ
と
に

こ
と
又
は
住
居
表
示
若
し
く
は
個
人
番
号
が
変
更
さ
れ
た
こ
と
に
つ
き
、
事
業
団

つ
き
、
事
業
団
が
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
機
構
か
ら
本
人
確
認
情
報
の
提

が
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
機
構
か
ら
本
人
確
認
情
報
の
提
供
を
受
け
る
こ

供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
及
び
年
金
の
払
渡
金
融
機
関
が
変
更
さ
れ
た
こ

と
が
で
き
る
と
き
並
び
に
払
渡
金
融
機
関
若
し
く
は
払
渡
金
融
機
関
の
預
金
口
座

と
に
つ
き
、
事
業
団
が
番
号
利
用
法
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
書

の
名
義
が
変
更
さ
れ
た
こ
と
に
つ
き
、
事
業
団
が
番
号
利
用
法
第
二
十
二
条
第
一

類
と
同
一
の
内
容
を
含
む
特
定
個
人
情
報
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
き

項
の
規
定
に
よ
り
当
該
書
類
と
同
一
の
内
容
を
含
む
特
定
個
人
情
報
の
提
供
を
受

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

け
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

前
項
の
届
書
に
は
、
次
の
区
分
に
よ
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
届
書
に
は
、
次
の
区
分
に
よ
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

改
氏
名
の
場
合
は
、
年
金
証
書
及
び
市
町
村
長
の
氏
名
の
変
更
に
関
す
る
証

一

改
氏
名
の
場
合
は
、
年
金
証
書
及
び
市
町
村
長
の
氏
名
の
変
更
に
関
す
る
証

明
書
又
は
改
氏
名
後
の
戸
籍
抄
本

明
書
又
は
改
氏
名
後
の
戸
籍
抄
本
（
事
業
団
が
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム

機
構
か
ら
本
人
確
認
情
報
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
に
限
る
。

）

二

年
金
の
払
渡
金
融
機
関
を
変
更
す
る
場
合
は
、
預
金
口
座
の
口
座
番
号
に
つ

二

預
金
口
座
の
口
座
番
号
に
つ
い
て
の
当
該
払
渡
金
融
機
関
の
証
明
書
、
預
金

い
て
の
当
該
払
渡
金
融
機
関
の
証
明
書
、
預
金
通
帳
の
写
し
そ
の
他
の
預
金
口

通
帳
の
写
し
そ
の
他
の
預
金
口
座
の
名
義
及
び
口
座
番
号
を
明
ら
か
に
す
る
こ

座
の
名
義
及
び
口
座
番
号
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

と
が
で
き
る
書
類
（
事
業
団
が
番
号
利
用
法
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
当
該
書
類
と
同
一
の
内
容
を
含
む
特
定
個
人
情
報
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
な
い
と
き
に
限
る
。
）

３

事
業
団
は
、
第
一
項
に
規
定
す
る
転
居
、
住
居
表
示
若
し
く
は
個
人
番
号
の
変

３

事
業
団
は
、
第
一
項
に
規
定
す
る
転
居
、
住
居
表
示
若
し
く
は
個
人
番
号
の
変

更
、
改
氏
名
又
は
年
金
の
払
渡
金
融
機
関
の
変
更
に
係
る
届
書
の
提
出
を
受
け
た

更
又
は
改
氏
名
に
係
る
届
書
の
提
出
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
必
要
が
あ
る
と
認

場
合
に
お
い
て
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム

め
る
と
き
は
、
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
機
構
か
ら
本
人
確
認
情
報
の
提
供

機
構
か
ら
本
人
確
認
情
報
の
提
供
を
受
け
、
又
は
番
号
利
用
法
第
二
十
二
条
第
一

を
受
け
、
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
確
認
を
行
う
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
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項
の
規
定
に
よ
り
当
該
書
類
と
同
一
の
内
容
を
含
む
特
定
個
人
情
報
の
提
供
を
受

て
、
当
該
事
項
に
つ
い
て
確
認
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
か
つ
た
場
合
に
は
、
事
業

け
、
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
確
認
を
行
う
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

団
は
、
そ
の
受
給
権
者
に
対
し
当
該
事
項
に
つ
い
て
確
認
で
き
る
書
類
の
提
出
を

当
該
事
項
に
つ
い
て
確
認
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
か
つ
た
場
合
に
は
、
事
業
団
は

求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

、
そ
の
受
給
権
者
に
対
し
当
該
事
項
に
つ
い
て
確
認
で
き
る
書
類
の
提
出
を
求
め

る
こ
と
が
で
き
る
。

４

事
業
団
は
、
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
年
金
証
書
の
提
出
が
あ
つ
た
と
き
は
、
直

４

事
業
団
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
年
金
証
書
の
提
出
が
あ
つ
た
と
き
は
、

ち
に
、
新
た
な
年
金
証
書
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

直
ち
に
、
そ
の
記
載
事
項
を
訂
正
し
て
、
そ
の
受
給
権
者
に
交
付
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

５

[

略]

５

[

同
上]

（
職
務
遺
族
年
金
の
受
給
権
者
の
氏
名
変
更
の
理
由
の
届
出
）

[

条
を
加
え
る
。]

第
二
十
条
の
二

職
務
遺
族
年
金
の
受
給
権
者
は
、
そ
の
氏
名
を
変
更
し
た
場
合
で

あ
つ
て
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
書
の
提
出
を
要
し
な
い
と
き
は
、
遅
滞
な

く
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
に
戸
籍
抄
本
そ
の
他
の
氏
名
の
変
更
の

理
由
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
を
添
え
て
、
事
業
団
に
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

一

受
給
権
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
、
住
所
及
び
本
人
確
認
番
号

二

職
務
遺
族
年
金
の
年
金
証
書
の
記
号
番
号

三

氏
名
の
変
更
の
理
由

四

そ
の
他
必
要
な
事
項

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
行
う
者
が
、
遺
族
厚
生
年
金
（
事
業
団
が
支
給
す

る
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
同
様
の
届
出
を
行
つ
た
場
合
は
、
同
項
の
届
書
を
提

出
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
も
の
と
す
る
。

３

事
業
団
は
、
職
務
遺
族
年
金
の
受
給
権
者
が
正
当
な
理
由
が
な
く
、
第
一
項
に

規
定
す
る
届
書
を
提
出
し
な
い
と
き
は
、
当
該
届
書
が
提
出
さ
れ
る
ま
で
当
該
受

給
権
者
に
係
る
職
務
遺
族
年
金
の
支
払
を
差
し
止
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
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（
年
金
証
書
の
再
交
付
の
申
請
）

（
年
金
証
書
の
亡
失
等
）

第
二
十
一
条

[

略]

第
二
十
一
条

[

同
上]

２

年
金
受
給
権
者
は
、
年
金
証
書
に
記
載
さ
れ
た
氏
名
に
変
更
が
あ
つ
た
と
き
は

[

項
を
加
え
る
。]

、
前
項
の
申
請
書
を
、
事
業
団
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

前
項
の
申
請
書
に
は
、
年
金
証
書
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

[

項
を
加
え
る
。]

４

事
業
団
は
、
第
一
項
又
は
第
二
項
の
申
請
書
の
提
出
を
受
け
た
と
き
は
、
新
た

２

事
業
団
は
、
前
項
の
申
請
書
の
提
出
を
受
け
た
と
き
は
、
新
た
な
年
金
証
書
を

な
年
金
証
書
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

[

略]

３

[

同
上]

（
事
業
者
等
が
行
う
記
録
の
写
し
の
提
供
）

（
事
業
者
等
が
行
う
記
録
の
写
し
の
提
供
）

第
三
十
二
条
の
四

[

略]

第
三
十
二
条
の
四

[

同
上]

２

法
第
二
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
健
康
診
断
に
関
す
る
記
録
の
写
し
の
提

２

法
第
二
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
健
康
診
断
に
関
す
る
記
録
の
写
し
の
提

供
を
求
め
ら
れ
た
事
業
者
等
は
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
記
録
の
写
し

供
を
求
め
ら
れ
た
事
業
者
等
は
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
記
録
の
写
し

を
提
供
す
る
に
当
た
つ
て
は
、
電
磁
的
方
法
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
当
該
健
康
診
断

を
提
供
す
る
に
当
た
つ
て
は
、
電
磁
的
方
法
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
当
該
健
康
診
断

に
関
す
る
記
録
を
記
録
し
た
光
デ
ィ
ス
ク
を
送
付
す
る
方
法
そ
の
他
の
適
切
な
方

に
関
す
る
記
録
を
記
録
し
た
光
デ
ィ
ス
ク
等
を
送
付
す
る
方
法
そ
の
他
の
適
切
な

法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
高
齢
の
教
職
員
等
に
係
る
異
動
報
告
等
に
関
す
る
特
例
）

（
高
齢
の
教
職
員
等
に
係
る
異
動
報
告
等
に
関
す
る
特
例
）

第
三
十
七
条
の
三

次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
教
職
員
等
を
使
用
す
る
学

第
三
十
七
条
の
三

次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
教
職
員
等
を
使
用
す
る
学

校
法
人
等
は
、
当
該
教
職
員
等
に
関
し
、
第
一
条
、
第
一
条
の
二
の
六
及
び
第
一

校
法
人
等
は
、
当
該
教
職
員
等
に
関
し
、
第
一
条
、
第
一
条
の
二
の
六
及
び
第
一

条
の
四
の
規
定
の
例
に
よ
る
異
動
報
告
書
、
届
書
及
び
支
給
報
告
書
を
、
理
事
長

条
の
四
の
規
定
の
例
に
よ
る
異
動
報
告
書
、
届
書
及
び
支
給
報
告
書
を
、
理
事
長

が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
事
業
団
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
事
業
団
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者

一

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者

イ

法
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
法
の
短
期
給
付
に
関
す
る
規
定
を

イ

法
第
三
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
法
の
短
期
給
付
に
関
す
る
規

適
用
し
な
い
こ
と
と
さ
れ
た
者

定
を
適
用
し
な
い
こ
と
と
さ
れ
た
者

ロ

[

略]

ロ

[
同
上]

二

[

略]

二

[

同
上]
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２

[
略]

２

[

同
上]

（
電
磁
的
記
録
に
よ
る
手
続
）

（
デ
ィ
ス
ク
等
に
よ
る
手
続
）

第
四
十
条
の
二

こ
の
省
令
の
規
定
に
よ
る
事
業
団
へ
の
書
類
の
提
出
に
つ
い
て
は

第
四
十
条
の
二

こ
の
省
令
の
規
定
に
よ
る
事
業
団
へ
の
書
類
の
提
出
に
つ
い
て
は

、
事
業
団
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
書
類
に
記
載
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て

、
事
業
団
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
電
子
的
方
法
、
磁
気
的
方
法
そ
の
他
の
方

い
る
事
項
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録
（
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進

法
に
よ
り
当
該
書
類
に
記
載
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
項
を
記
録
し
た
デ
ィ

等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
一
号
）
第
三
条
第
七
号
に
規
定

ス
ク
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
こ
と
が
で
き

す
る
電
磁
的
記
録
を
い
う
。
）
を
送
付
す
る
方
法
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り

る
。

行
う
こ
と
が
で
き
る
。

２

[

略]

２

[

同
上]

（
遺
族
厚
生
年
金
の
請
求
等
）

（
遺
族
厚
生
年
金
の
請
求
等
）

第
四
十
四
条

遺
族
厚
生
年
金
（
事
業
団
が
支
給
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
請

第
四
十
四
条

遺
族
厚
生
年
金
（
事
業
団
が
支
給
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
請

求
、
届
出
そ
の
他
の
行
為
に
つ
い
て
は
、
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
第
六
十
条

求
、
届
出
そ
の
他
の
行
為
に
つ
い
て
は
、
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
第
六
十
条

か
ら
第
六
十
八
条
の
三
ま
で
、
第
七
十
条
の
二
及
び
第
七
十
三
条
の
二
（
同
令
第

か
ら
第
六
十
八
条
の
三
ま
で
及
び
第
七
十
三
条
の
二
（
同
令
第
六
十
条
第
一
項
第

六
十
条
第
一
項
第
三
号
ロ
、
同
項
第
六
号
、
第
三
項
第
十
号
及
び
第
十
一
号
並
び

三
号
ロ
、
同
項
第
六
号
、
第
三
項
第
十
号
及
び
第
十
一
号
並
び
に
第
五
項
、
第
六

に
第
五
項
、
第
六
十
二
条
の
二
第
三
項
、
第
六
十
七
条
の
二
並
び
に
第
七
十
三
条

十
二
条
の
二
第
三
項
、
第
六
十
七
条
の
二
並
び
に
第
七
十
三
条
の
二
第
六
項
を
除

の
二
第
六
項
を
除
く
。
以
下
「
遺
族
厚
生
年
金
請
求
等
規
定
」
と
い
う
。
）
に
定

く
。
以
下
「
遺
族
厚
生
年
金
請
求
等
規
定
」
と
い
う
。
）
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
遺
族
厚
生
年
金
請
求

る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
遺
族
厚
生
年
金
請
求
等
規
定
中
「
第
一

等
規
定
中
「
第
一
号
厚
生
年
金
被
保
険
者
期
間
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
号
厚
生
年

号
厚
生
年
金
被
保
険
者
期
間
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
号
厚
生
年
金
被
保
険
者
期
間

金
被
保
険
者
期
間
」
と
、
「
機
構
」
と
あ
り
、
及
び
「
厚
生
労
働
大
臣
」
と
あ
る

」
と
、
「
機
構
」
と
あ
り
、
及
び
「
厚
生
労
働
大
臣
」
と
あ
る
の
は
「
事
業
団
」

の
は
「
事
業
団
」
と
す
る
ほ
か
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
同
令
の
規
定
中
同
表

と
す
る
ほ
か
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
同
令
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る

の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

[

略]
[

略]
[

略]
[

同
上]

[

同
上]

[

同
上]

第
六
十
三

[

略]
[

略]

第
六
十
三

[

同
上]

[

同
上]

条
第
一
項

条
第
一
項



－ 7 －

第
三
号

第
三
号

第
七
十
条

前
条
第
一
項

私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
施
行
規
則
第
五
十

の
二
第
一

条
第
一
項

項

十
日
以
内
に

遅
滞
な
く

第
七
十
条

個
人
番
号
又
は
基

本
人
確
認
番
号
（
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金

の
二
第
一

礎
年
金
番
号

番
号
を
い
う
。
）
及
び
遺
族
厚
生
年
金
の
年

項
第
二
号

金
証
書
の
記
号
番
号

２

[

略]

２

[

同
上]

（
厚
生
年
金
保
険
給
付
に
係
る
年
金
証
書
の
再
交
付
の
申
請
）

（
厚
生
年
金
保
険
給
付
に
係
る
年
金
証
書
の
亡
失
等
）

第
四
十
八
条

[

略]

第
四
十
八
条

[

同
上]

２

厚
生
年
金
保
険
給
付
の
受
給
権
者
は
、
年
金
証
書
に
記
載
さ
れ
た
氏
名
に
変
更

[

項
を
加
え
る
。]

が
あ
つ
た
と
き
は
、
前
項
の
申
請
書
を
、
事
業
団
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

前
項
の
申
請
書
に
は
、
年
金
証
書
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

[

項
を
加
え
る
。]

４

事
業
団
は
、
第
一
項
又
は
第
二
項
の
申
請
書
の
提
出
を
受
け
た
と
き
は
、
新
た

２

事
業
団
は
、
前
項
の
申
請
書
の
提
出
を
受
け
た
と
き
は
、
新
た
な
年
金
証
書
を

な
年
金
証
書
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

[

略]

３

[

同
上]

（
厚
生
年
金
保
険
給
付
に
係
る
支
払
の
一
時
差
止
め
）

（
厚
生
年
金
保
険
給
付
に
係
る
支
払
の
一
時
差
止
め
）

第
四
十
九
条

事
業
団
は
、
厚
生
年
金
保
険
給
付
の
受
給
権
者
が
正
当
な
理
由
が
な

第
四
十
九
条

事
業
団
は
、
厚
生
年
金
保
険
給
付
の
受
給
権
者
が
正
当
な
理
由
が
な

く
、
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
第
三
十
二
条
の
三
第
一
項
の
届
書
若
し
く
は
こ

く
、
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
第
三
十
二
条
の
三
第
一
項
の
届
書
若
し
く
は
こ

れ
に
添
え
る
べ
き
書
類
（
同
条
第
三
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
に
限
る
。

れ
に
添
え
る
べ
き
書
類
（
同
条
第
三
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
に
限
る
。

）
、
第
三
十
五
条
第
三
項
に
規
定
す
る
書
類
、
第
三
十
五
条
の
二
の
書
類
等
、
第

）
、
第
三
十
五
条
第
三
項
に
規
定
す
る
書
類
、
第
三
十
五
条
の
二
の
書
類
等
、
第

三
十
五
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
届
書
若
し
く
は
こ
れ
に
添
え
る
べ
き
書
類
等

三
十
五
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
届
書
若
し
く
は
こ
れ
に
添
え
る
べ
き
書
類
等

、
第
三
十
五
条
の
四
の
書
類
等
、
第
四
十
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
書
類
、
第

、
第
三
十
五
条
の
四
の
書
類
等
、
第
四
十
条
の
二
第
三
項
、
第
五
十
一
条
第
三
項

五
十
一
条
第
三
項
に
規
定
す
る
書
類
、
第
五
十
一
条
の
二
の
書
類
等
、
第
五
十
一

に
規
定
す
る
書
類
、
第
五
十
一
条
の
二
の
書
類
等
、
第
五
十
一
条
の
三
第
一
項
に
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条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
届
書
、
第
五
十
一
条
の
四
の
書
類
等
、
第
五
十
六
条

規
定
す
る
届
書
、
第
五
十
一
条
の
四
の
書
類
等
、
第
五
十
六
条
の
二
第
三
項
に
規

の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
書
類
、
第
六
十
八
条
第
三
項
に
規
定
す
る
書
類
、
第
六

定
す
る
書
類
、
第
六
十
八
条
第
三
項
に
規
定
す
る
書
類
、
第
六
十
八
条
の
二
若
し

十
八
条
の
二
の
書
類
等
、
第
六
十
八
条
の
三
の
書
類
等
、
第
七
十
条
の
二
第
一
項

く
は
第
六
十
八
条
の
三
の
書
類
等
又
は
第
七
十
三
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
書

に
規
定
す
る
届
書
又
は
第
七
十
三
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
書
類
を
提
出
し
な

類
を
提
出
し
な
い
と
き
は
、
そ
れ
ら
の
書
類
等
が
提
出
さ
れ
る
ま
で
当
該
受
給
権

い
と
き
は
、
そ
れ
ら
の
書
類
等
が
提
出
さ
れ
る
ま
で
当
該
受
給
権
者
に
係
る
厚
生

者
に
係
る
厚
生
年
金
保
険
給
付
の
支
払
を
差
し
止
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

年
金
保
険
給
付
の
支
払
を
差
し
止
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
厚
生
年
金
保
険
給
付
の
受
給
権
者
の
異
動
報
告
等
）

（
厚
生
年
金
保
険
給
付
の
受
給
権
者
の
異
動
報
告
等
）

第
五
十
条

年
金
受
給
権
者
は
、
改
氏
名
若
し
く
は
転
居
し
た
と
き
、
住
居
表
示
に

第
五
十
条

年
金
受
給
権
者
は
、
改
氏
名
若
し
く
は
転
居
し
た
と
き
、
住
居
表
示
に

関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
十
九
号
）
に
よ
り
住
居
表
示
が
変
更
さ

関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
十
九
号
）
に
よ
り
住
居
表
示
が
変
更
さ

れ
た
と
き
、
個
人
番
号
に
変
更
が
あ
つ
た
と
き
又
は
年
金
の
払
渡
金
融
機
関
を
変

れ
た
と
き
、
個
人
番
号
に
変
更
が
あ
つ
た
と
き
又
は
年
金
の
払
渡
金
融
機
関
若
し

更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
旨
（
公
金
受
取
口
座
へ
の
払
込
み
を
希
望
す
る

く
は
払
渡
金
融
機
関
の
預
金
口
座
の
名
義
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の

と
き
は
、
公
金
受
取
口
座
の
払
渡
金
融
機
関
の
名
称
及
び
口
座
番
号
並
び
に
支
給

旨
（
公
金
受
取
口
座
へ
の
払
込
み
を
希
望
す
る
と
き
は
、
公
金
受
取
口
座
の
払
渡

を
受
け
よ
う
と
す
る
預
金
口
座
と
し
て
、
公
金
受
取
口
座
を
希
望
す
る
旨
を
含
む

金
融
機
関
の
名
称
及
び
口
座
番
号
並
び
に
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
預
金
口
座
と

。
）
並
び
に
氏
名
、
生
年
月
日
、
住
所
、
本
人
確
認
番
号
及
び
年
金
証
書
の
記
号

し
て
、
公
金
受
取
口
座
を
希
望
す
る
旨
を
含
む
。
）
並
び
に
氏
名
、
生
年
月
日
、

番
号
を
記
載
し
た
届
書
を
事
業
団
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当

住
所
、
基
礎
年
金
番
号
及
び
年
金
証
書
の
記
号
番
号
を
記
載
し
た
届
書
を
事
業
団

該
年
金
受
給
権
者
が
氏
名
を
変
更
し
た
こ
と
、
転
居
し
た
こ
と
又
は
住
居
表
示
若

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
年
金
受
給
権
者
が
転
居
し
た
こ

し
く
は
個
人
番
号
が
変
更
さ
れ
た
こ
と
に
つ
き
、
事
業
団
が
地
方
公
共
団
体
情
報

と
又
は
住
居
表
示
若
し
く
は
個
人
番
号
が
変
更
さ
れ
た
こ
と
に
つ
き
、
事
業
団
が

シ
ス
テ
ム
機
構
か
ら
本
人
確
認
情
報
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
及
び

地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
機
構
か
ら
本
人
確
認
情
報
の
提
供
を
受
け
る
こ
と

年
金
の
払
渡
金
融
機
関
が
変
更
さ
れ
た
こ
と
に
つ
き
、
事
業
団
が
番
号
利
用
法
第

が
で
き
る
と
き
並
び
に
払
渡
金
融
機
関
若
し
く
は
払
渡
金
融
機
関
の
預
金
口
座
の

二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
書
類
と
同
一
の
内
容
を
含
む
特
定
個
人
情

名
義
が
変
更
さ
れ
た
こ
と
に
つ
き
、
事
業
団
が
番
号
利
用
法
第
二
十
二
条
第
一
項

報
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

の
規
定
に
よ
り
当
該
書
類
と
同
一
の
内
容
を
含
む
特
定
個
人
情
報
の
提
供
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

前
項
の
届
書
に
は
、
次
の
区
分
に
よ
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
届
書
に
は
、
次
の
区
分
に
よ
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

改
氏
名
の
場
合
は
、
年
金
証
書
及
び
市
町
村
長
の
氏
名
の
変
更
に
関
す
る
証

一

改
氏
名
の
場
合
は
、
年
金
証
書
及
び
市
町
村
長
の
氏
名
の
変
更
に
関
す
る
証

明
書
又
は
改
氏
名
後
の
戸
籍
抄
本

明
書
又
は
改
氏
名
後
の
戸
籍
抄
本
（
事
業
団
が
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム

機
構
か
ら
本
人
確
認
情
報
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
に
限
る
。
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）

二

年
金
の
払
渡
金
融
機
関
を
変
更
す
る
場
合
は
、
預
金
口
座
の
口
座
番
号
に
つ

二

預
金
口
座
の
口
座
番
号
に
つ
い
て
の
当
該
払
渡
金
融
機
関
の
証
明
書
、
預
金

い
て
の
当
該
払
渡
金
融
機
関
の
証
明
書
、
預
金
通
帳
の
写
し
そ
の
他
の
預
金
口

通
帳
の
写
し
そ
の
他
の
預
金
口
座
の
名
義
及
び
口
座
番
号
を
明
ら
か
に
す
る
こ

座
の
名
義
及
び
口
座
番
号
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

と
が
で
き
る
書
類
（
事
業
団
が
番
号
利
用
法
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
当
該
書
類
と
同
一
の
内
容
を
含
む
特
定
個
人
情
報
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
な
い
と
き
に
限
る
。
）

３

事
業
団
は
、
第
一
項
に
規
定
す
る
転
居
、
住
居
表
示
若
し
く
は
個
人
番
号
の
変

３

事
業
団
は
、
第
一
項
に
規
定
す
る
転
居
、
住
居
表
示
若
し
く
は
個
人
番
号
の
変

更
、
改
氏
名
又
は
年
金
の
払
渡
金
融
機
関
の
変
更
に
係
る
届
書
の
提
出
を
受
け
た

更
又
は
改
氏
名
に
係
る
届
書
の
提
出
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
必
要
が
あ
る
と
認

場
合
に
お
い
て
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム

め
る
と
き
は
、
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
機
構
か
ら
本
人
確
認
情
報
の
提
供

機
構
か
ら
本
人
確
認
情
報
の
提
供
を
受
け
、
又
は
番
号
利
用
法
第
二
十
二
条
第
一

を
受
け
、
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
確
認
を
行
う
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

項
の
規
定
に
よ
り
当
該
書
類
と
同
一
の
内
容
を
含
む
特
定
個
人
情
報
の
提
供
を
受

て
、
当
該
事
項
に
つ
い
て
確
認
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
か
つ
た
場
合
に
は
、
事
業

け
、
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
確
認
を
行
う
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

団
は
、
そ
の
受
給
権
者
に
対
し
当
該
事
項
に
つ
い
て
確
認
で
き
る
書
類
の
提
出
を

当
該
事
項
に
つ
い
て
確
認
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
か
つ
た
場
合
に
は
、
事
業
団
は

求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

、
そ
の
受
給
権
者
に
対
し
当
該
事
項
に
つ
い
て
確
認
で
き
る
書
類
の
提
出
を
求
め

る
こ
と
が
で
き
る
。

４

事
業
団
は
、
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
年
金
証
書
の
提
出
が
あ
つ
た
と
き
は
、
直

４

事
業
団
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
年
金
証
書
の
提
出
が
あ
つ
た
と
き
は
、

ち
に
、
新
た
な
年
金
証
書
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

直
ち
に
、
そ
の
記
載
事
項
を
訂
正
し
て
、
そ
の
受
給
権
者
に
交
付
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

備
考

表
中
の[

]

の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。
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（
私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
二
十
七
年
文
部
科
学
省
令
第
三
十

三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る

改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。
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改

正

後

改

正

前

附

則

附

則

（
改
正
前
私
学
共
済
法
に
よ
る
職
域
加
算
額
の
支
給
に
係
る
届
出
等
の
改
正
前
私

（
改
正
前
私
学
共
済
法
に
よ
る
職
域
加
算
額
の
支
給
に
係
る
届
出
等
の
改
正
前
私

学
共
済
規
則
の
適
用
）

学
共
済
規
則
の
適
用
）

第
八
条

改
正
前
私
学
共
済
法
に
よ
る
職
域
加
算
額
の
支
給
に
係
る
届
出
そ
の
他
の

第
八
条

改
正
前
私
学
共
済
法
に
よ
る
職
域
加
算
額
の
支
給
に
係
る
届
出
そ
の
他
の

行
為
（
附
則
第
三
条
か
ら
前
条
ま
で
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
に
係
る
改
正
前
私

行
為
（
附
則
第
三
条
か
ら
前
条
ま
で
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
に
係
る
改
正
前
私

学
共
済
規
則
（
第
十
七
条
第
二
項
、
第
十
七
条
の
二
第
五
項
、
第
二
十
条
第
二
項

学
共
済
規
則
（
第
十
七
条
第
二
項
、
第
十
七
条
の
二
第
五
項
、
第
二
十
条
第
二
項

第
二
号
、
第
三
十
四
条
の
二
第
二
項
を
除
く
。
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

第
二
号
、
第
三
十
四
条
の
二
第
二
項
を
除
く
。
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
改
正
前
私
学
共
済
規
則
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
改
正
前
私
学
共
済
規
則
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ

る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

[

略]
[

略]
[

略]
[

同
上]

[

同
上]

[

同
上]

第
十
七
条

住
民
票
コ
ー
ド

住
民
票
コ
ー
ド
又
は
個
人
番
号
（
行
政
手
続

第
十
七
条

住
民
票
コ
ー
ド

住
民
票
コ
ー
ド
又
は
個
人
番
号
（
行
政
手
続

の
二
第
四

に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の

の
二
第
四

に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の

項

番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十

項

番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十

五
年
法
律
第
二
十
七
号
。
以
下
「
番
号
利
用

五
年
法
律
第
二
十
七
号
）
第
二
条
第
五
項
に

法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す

規
定
す
る
個
人
番
号
を
い
う
。
以
下
同
じ
。

る
個
人
番
号
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

）

［
略
］

［
略
］

［
略
］

［
同
上
］

［
同
上
］

［
同
上
］

第
二
十
条

受
給
代
表
者
を
変

個
人
番
号
に
変
更
が
あ
つ
た
と
き

第
二
十
条

住
居
表
示
が
変
更

住
居
表
示
が
変
更
さ
れ
た
と
き

第
一
項

更
し
よ
う
と
す
る

第
一
項

さ
れ
た
と
き
、
受

と
き

給
代
表
者
を
変
更

し
よ
う
と
す
る
と

き
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払
渡
金
融
機
関

払
渡
金
融
機
関
若
し
く
は
払
渡
金
融
機
関
の

預
金
口
座
の
名
義

住
所
及
び
年
金
証

住
所
、
本
人
確
認
番
号
及
び
年
金
証
書

住
所
及
び
年
金
証

住
所
、
本
人
確
認
番
号
及
び
年
金
証
書

書

書

転
居
し
た
こ
と
又

氏
名
を
変
更
し
た
こ
と
、
転
居
し
た
こ
と
又

は
住
居
表
示
が
変

は
住
居
表
示
若
し
く
は
個
人
番
号
が
変
更
さ

更
さ
れ
た
こ
と

れ
た
こ
と

で
き
る
と
き

で
き
る
と
き
及
び
年
金
の
払
渡
金
融
機
関
が

で
き
る
と
き

で
き
る
と
き
並
び
に
払
渡
金
融
機
関
若
し
く

変
更
さ
れ
た
こ
と
に
つ
き
、
事
業
団
が
番
号

は
払
渡
金
融
機
関
の
預
金
口
座
の
名
義
が
変

利
用
法
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

更
さ
れ
た
こ
と
に
つ
き
、
事
業
団
が
番
号
利

当
該
書
類
と
同
一
の
内
容
を
含
む
特
定
個
人

用
法
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当

情
報
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
き

該
書
類
と
同
一
の
内
容
を
含
む
特
定
個
人
情

報
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
き

第
二
十
条

受
給
代
表
者
を
変

年
金
の
払
渡
金
融
機
関
を
変
更
す
る
場
合
は

第
二
十
条

戸
籍
抄
本

戸
籍
抄
本
（
事
業
団
が
地
方
公
共
団
体
情
報

第
二
項

更
す
る
場
合
は
、

、
預
金
口
座
の
口
座
番
号
に
つ
い
て
の
当
該

第
二
項

シ
ス
テ
ム
機
構
か
ら
本
人
確
認
情
報
の
提
供

年
金
証
書
及
び
同

払
渡
金
融
機
関
の
証
明
書
、
預
金
通
帳
の
写

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
に
限
る
。

順
位
者
の
全
員
の

し
そ
の
他
の
預
金
口
座
の
名
義
及
び
口
座
番

）

同
意
書

号
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

受
給
代
表
者
を
変

預
金
口
座
の
口
座
番
号
に
つ
い
て
の
当
該
払

更
す
る
場
合
は
、

渡
金
融
機
関
の
証
明
書
、
預
金
通
帳
の
写
し

年
金
証
書
及
び
同

そ
の
他
の
預
金
口
座
の
名
義
及
び
口
座
番
号

順
位
者
の
全
員
の

を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
（
事

同
意
書

業
団
が
番
号
利
用
法
第
二
十
二
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
当
該
書
類
と
同
一
の
内
容
を
含

む
特
定
個
人
情
報
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
な
い
と
き
に
限
る
。
）

第
二
十
条

転
居
又
は
住
居
表

転
居
、
住
居
表
示
若
し
く
は
個
人
番
号
の
変

第
二
十
条

転
居
又
は
住
居
表

転
居
、
住
居
表
示
若
し
く
は
個
人
番
号
の
変

第
三
項

示

更
、
改
氏
名
又
は
年
金
の
払
渡
金
融
機
関

第
三
項

示
の
変
更

更
又
は
改
氏
名
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提
供
を
受
け
、

提
供
を
受
け
、
又
は
番
号
利
用
法
第
二
十
二

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
書
類
と
同
一

の
内
容
を
含
む
特
定
個
人
情
報
の
提
供
を
受

け
、

第
二
十
条

第
一
項

第
二
項

第
四
項

第
二
十
条

[

略]
[

略]

第
二
十
条

[

同
上]

[

同
上]

第
五
項

退
職
共
済
年
金

旧
職
域
加
算
退
職
給
付

第
五
項

退
職
共
済
年
金

旧
職
域
加
算
退
職
給
付

転
居
し
た
こ
と
又

氏
名
を
変
更
し
た
こ
と
、
転
居
し
た
こ
と
又

は
住
居
表
示
が
変

は
住
居
表
示
若
し
く
は
個
人
番
号
が
変
更
さ

更
さ
れ
た
こ
と

れ
た
こ
と

[

略]
[

略]
[

略]
[

同
上]

[

同
上]

[

同
上]

（
改
正
前
私
学
共
済
法
に
よ
る
職
域
加
算
額
の
請
求
及
び
届
出
に
係
る
特
例
）

（
改
正
前
私
学
共
済
法
に
よ
る
職
域
加
算
額
の
請
求
及
び
届
出
に
係
る
特
例
）

第
十
条

[

略]

第
十
条

[

同
上]

２
～
４

[

略]

２
～
４

[

同
上]

５

私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
施
行
規
則
第
二
十
条
の
二
、
第
二
十
一
条
第
二
項
か

５

私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
施
行
規
則
第
四
十
一
条
第
二
項
の
規
定
は
、
旧
職
域

ら
第
四
項
ま
で
及
び
第
四
十
一
条
第
二
項
の
規
定
は
、
旧
職
域
加
算
退
職
給
付
、

加
算
退
職
給
付
、
旧
職
域
加
算
障
害
給
付
又
は
旧
職
域
加
算
遺
族
給
付
に
係
る
請

旧
職
域
加
算
障
害
給
付
又
は
旧
職
域
加
算
遺
族
給
付
に
係
る
請
求
又
は
届
出
に
つ

求
又
は
届
出
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

い
て
準
用
す
る
。

（
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
七
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を

（
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
七
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を

有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
改
正
前
私
学
共
済
法
等
に
よ
る
年
金
で
あ
る
給
付
の
支
給

有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
改
正
前
私
学
共
済
法
等
に
よ
る
年
金
で
あ
る
給
付
の
支
給

に
係
る
改
正
前
私
学
共
済
規
則
の
適
用
等
）

に
係
る
改
正
前
私
学
共
済
規
則
の
適
用
等
）

第
十
二
条

平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
七
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
私

第
十
二
条

平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
七
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
私

学
共
済
法
に
よ
る
年
金
で
あ
る
給
付
及
び
旧
私
学
共
済
法
に
よ
る
年
金
で
あ
る
給

学
共
済
法
に
よ
る
年
金
で
あ
る
給
付
及
び
旧
私
学
共
済
法
に
よ
る
年
金
で
あ
る
給
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付
に
係
る
請
求
、
届
出
そ
の
他
の
行
為
に
係
る
改
正
前
私
学
共
済
規
則
（
第
十
七

付
に
係
る
請
求
、
届
出
そ
の
他
の
行
為
に
係
る
改
正
前
私
学
共
済
規
則
（
第
十
七

条
第
二
項
、
第
十
八
条
、
第
二
十
四
条
第
一
項
、
第
二
項
、
第
四
項
及
び
第
五
項

条
第
二
項
、
第
十
八
条
、
第
二
十
四
条
第
一
項
、
第
二
項
、
第
四
項
及
び
第
五
項

、
第
二
十
六
条
、
第
二
十
九
条
、
第
三
十
条
、
第
三
十
条
の
二
第
三
項
、
第
三
十

、
第
二
十
六
条
、
第
二
十
九
条
、
第
三
十
条
、
第
三
十
条
の
二
第
三
項
、
第
三
十

一
条
、
第
三
十
三
条
の
三
か
ら
第
三
十
三
条
の
六
ま
で
、
第
三
十
三
条
の
九
第
一

一
条
、
第
三
十
三
条
の
三
か
ら
第
三
十
三
条
の
六
ま
で
、
第
三
十
三
条
の
九
第
一

項
第
四
号
、
第
二
項
第
二
号
並
び
に
第
三
項
、
第
三
十
三
条
の
十
一
の
二
か
ら
第

項
第
四
号
、
第
二
項
第
二
号
並
び
に
第
三
項
、
第
三
十
三
条
の
十
一
の
二
か
ら
第

三
十
三
条
の
十
三
ま
で
及
び
第
三
十
四
条
の
二
第
二
項
を
除
く
。
）
の
規
定
の
適

三
十
三
条
の
十
三
ま
で
及
び
第
三
十
四
条
の
二
第
二
項
を
除
く
。
）
の
規
定
の
適

用
に
つ
い
て
は
、
改
正
前
私
学
共
済
規
則
中
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
改
正
前
私

用
に
つ
い
て
は
、
改
正
前
私
学
共
済
規
則
中
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
改
正
前
私

学
共
済
規
則
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄

学
共
済
規
則
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄

に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

第
十
七
条

住
民
票
コ
ー
ド

住
民
票
コ
ー
ド
又
は
個
人
番
号
（
行
政
手
続

第
十
七
条

住
民
票
コ
ー
ド

住
民
票
コ
ー
ド
又
は
個
人
番
号
（
行
政
手
続

の
二
第
四

に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の

の
二
第
四

に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の

項

番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十

項

番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十

五
年
法
律
第
二
十
七
号
。
以
下
「
番
号
利
用

五
年
法
律
第
二
十
七
号
）
第
二
条
第
五
項
に

法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す

規
定
す
る
個
人
番
号
を
い
う
。
以
下
同
じ
。

る
個
人
番
号
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

）

[

略]
[

略]
[

略]
[

同
上]

[

同
上]

[

同
上]

第
二
十
条

住
所
及
び
年
金
証

住
所
、
本
人
確
認
番
号
及
び
年
金
証
書

第
二
十
条

払
渡
金
融
機
関

払
渡
金
融
機
関
若
し
く
は
払
渡
金
融
機
関
の

第
一
項

書

第
一
項

預
金
口
座
の
名
義

住
所
及
び
年
金
証

住
所
及
び
年
金
証
書

書

転
居
し
た
こ
と
又

氏
名
を
変
更
し
た
こ
と
、
転
居
し
た
こ
と
又

は
住
居
表
示
が
変

は
住
居
表
示
若
し
く
は
個
人
番
号
が
変
更
さ

更
さ
れ
た
こ
と

れ
た
こ
と

で
き
る
と
き

で
き
る
と
き
及
び
年
金
の
払
渡
金
融
機
関
が

で
き
る
と
き

で
き
る
と
き
並
び
に
払
渡
金
融
機
関
若
し
く

変
更
さ
れ
た
こ
と
に
つ
き
、
事
業
団
が
番
号

は
払
渡
金
融
機
関
の
預
金
口
座
の
名
義
が
変

利
用
法
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

更
さ
れ
た
こ
と
に
つ
き
、
事
業
団
が
番
号
利



－ 15 －

当
該
書
類
と
同
一
の
内
容
を
含
む
特
定
個
人

用
法
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当

情
報
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
き

該
書
類
と
同
一
の
内
容
を
含
む
特
定
個
人
情

報
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
き

第
二
十
条

二

受
給
代
表
者

二

受
給
代
表
者
を
変
更
す
る
場
合
は
、
年

第
二
十
条

戸
籍
抄
本

戸
籍
抄
本
（
事
業
団
が
地
方
公
共
団
体
情
報

第
二
項

を
変
更
す
る
場

金
証
書
及
び
同
順
位
者
の
全
員
の
同
意
書

第
二
項

シ
ス
テ
ム
機
構
か
ら
本
人
確
認
情
報
の
提
供

合
は
、
年
金
証

二
の
二

年
金
の
払
渡
金
融
機
関
を
変
更
す

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
に
限
る
。

書
及
び
同
順
位

る
場
合
は
、
預
金
口
座
の
口
座
番
号
に
つ

）

者
全
員
の
同
意

い
て
の
当
該
払
渡
金
融
機
関
の
証
明
書
、

二

受
給
代
表
者

二

受
給
代
表
者
を
変
更
す
る
場
合
は
、
年

書

預
金
通
帳
の
写
し
そ
の
他
の
預
金
口
座
の

を
変
更
す
る
場

金
証
書
及
び
同
順
位
者
の
全
員
の
同
意
書

名
義
及
び
口
座
番
号
を
明
ら
か
に
す
る
こ

合
は
、
年
金
証

二
の
二

預
金
口
座
の
口
座
番
号
に
つ
い
て

と
が
で
き
る
書
類

書
及
び
同
順
位

の
当
該
払
渡
金
融
機
関
の
証
明
書
、
預
金

者
の
全
員
の
同

通
帳
の
写
し
そ
の
他
の
預
金
口
座
の
名
義

意
書

及
び
口
座
番
号
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が

で
き
る
書
類
（
事
業
団
が
番
号
利
用
法
第

二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
書

類
と
同
一
の
内
容
を
含
む
特
定
個
人
情
報

の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き

に
限
る
。
）

第
二
十
条

転
居
又
は
住
居
表

転
居
、
住
居
表
示
若
し
く
は
個
人
番
号
の
変

第
二
十
条

転
居
又
は
住
居
表

転
居
、
住
居
表
示
若
し
く
は
個
人
番
号
の
変

第
三
項

示

更
、
改
氏
名
又
は
年
金
の
払
渡
金
融
機
関

第
三
項

示
の
変
更

更
若
し
く
は
改
氏
名

提
供
を
受
け
、

提
供
を
受
け
、
又
は
番
号
利
用
法
第
二
十
二

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
書
類
と
同
一

の
内
容
を
含
む
特
定
個
人
情
報
の
提
供
を
受

け
、

第
二
十
条

第
一
項

第
二
項

第
四
項

第
二
十
条

[

略]
[

略]

第
二
十
条

[
同
上]

[

同
上]
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第
五
項

法
第
二
十
五
条
に

平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
改
正
前
私
学
共
済

第
五
項

法
第
二
十
五
条
に

平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
改
正
前
私
学
共
済

お
い
て
準
用
す
る

法
第
二
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
改
正
前

お
い
て
準
用
す
る

法
第
二
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
改
正
前

組
合
法
第
七
十
八

国
共
済
法
第
七
十
八
条
の
二
第
一
項

組
合
法
第
七
十
八

国
共
済
法
第
七
十
八
条
の
二
第
一
項

条
の
二
第
一
項

条
の
二
第
一
項

転
居
し
た
こ
と
又

氏
名
を
変
更
し
た
こ
と
、
転
居
し
た
こ
と
又

は
住
居
表
示
が
変

は
住
居
表
示
若
し
く
は
個
人
番
号
が
変
更
さ

更
さ
れ
た
こ
と

れ
た
こ
と

[

略]
[

略]
[

略]
[

同
上]

[

同
上]

[

同
上]

２

[

略]

２

[

同
上]

（
請
求
書
等
の
特
例
）

（
請
求
書
等
の
特
例
）

第
十
八
条
の
二

私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
施
行
規
則
第
二
十
条
の
二
、
第
二
十
一

第
十
八
条
の
二

私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
施
行
規
則
第
四
十
一
条
第
二
項
の
規
定

条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
、
第
四
十
一
条
第
二
項
及
び
附
則
第
十
条
の
二
の
規

及
び
附
則
第
十
条
の
二
の
規
定
は
、
改
正
前
私
学
共
済
法
に
よ
る
年
金
で
あ
る
給

定
は
、
改
正
前
私
学
共
済
法
に
よ
る
年
金
で
あ
る
給
付
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

付
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

２
・
３

[

略]

２
・
３[

同
上]

備
考

表
中
の[

]

の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。
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附

則

こ
の
省
令
は
、
令
和
六
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


